
事　業　所　各位

  　貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、労働安全衛生規則等の一部改正により、令和６年２月１日からテールゲート
作業従事者に対し特別教育が義務付けられ、事業者は当該作業者に対して特別
教育を行わなければなりません。
　つきましては、標記特別教育を下記の通り開催いたしますので関係者の受講方

    についてご案内いたします。

記

● 開催日時 令和６年１１月２日（土）
受付 ８:３０～　　　　講習開始 ８：４５～

● 講習会場 伸和機械株式会社（松江市矢田町１４２－５）

● 定員 ２０名（定員になり次第、受付を終了いたします）

● 受講資格 荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作作業に
６か月以上従事した経験を有してる者

● 受講料 １５,０００円（テキスト代・消費税込）

● 支払方法 １０月２８日（月）までに下記金融機関へお振込みください
（振込手数料はご負担願います）
請求書・領収書が必要な方はご連絡ください

山陰合同銀行津田支店　　　普通預金　２５０８０７７

● 申込方法 下記受講申込書に必要事項を記入し、１０月２８日（月）までに
ＦＡＸにてお申込みください

● その他 筆記用具、ヘルメット、雨具(雨天時)を持参ください
受講票は送付いたしません
昼食は各自でご準備ください
講習終了後に修了証を交付します
駐車場に限りがありますので、相乗り等ご協力お願い
いたします

受講申込書　　FAX0852-24-7643

※ご記入いただいた個人情報は、修了証交付の為に利用いたします

令和６年９月吉日

伸和機械株式会社
松江市矢田町１４２－５

TEL0852-24-7600　FAX0852-24-7643

テールゲートリフター特別教育開催のご案内

事 業 所 名

所　在　地

電 話 番 号

現　住　所
〒

生年月日 　S ・ H　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

受講者
ふりがな

氏　名


